
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

補助 

対象者 

〇令和４年４月１日以降に本市に転入し、または転入しようとする者で、 

転入前１年間において米原市に住所がないこと。 

〇申請者または同居する配偶者が 40 歳未満、または同一世帯に中学生以下の子がいること。 

〇米原市に継続して５年以上居住する意思があること。 

〇新幹線定期券または新幹線乗車券を購入し、米原駅発着の新幹線を利用して通勤している、 

 または通勤する予定であること。 

〇市税等の滞納がないこと。 

〇暴力団員または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。 

補助金額 

【新幹線通勤補助】 

〇（新幹線定期券等代―勤務先から支給される通勤手当）×1/2 

〇月額 20,000 円を上限に補助 

【駐車場利用補助】 

〇新幹線通勤に際して、醒ケ井駅、近江長岡駅、柏原駅、坂田駅を利用している場合、 

 駐車場料金 月額 2,000 円を上限に補助 

【新幹線通勤者住宅新築補助】 

〇交付申請日以降に本市に住宅を新築し、交付申請日が属する 

年度内に引渡しを受ける場合、300,000 円を補助 

交付対象

期間 
交付申請日の属する月から起算して 24 月を限度 

申請期限 
〇補助対象者の要件を満たした日から３月以内 

※ただし、申請年度に申請できる期間の終期は当該年度の末日 

〒521-8501 滋賀県米原市米原 1016 番地 

米原市まち整備部 シティセールス課  TEL:0749-53-5140 FAX:0749-53-5139 

この補助金は、滋賀県唯一の新幹線停車駅である米原駅を活用した本市への移住定住を促進することを目的としています。 
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米原市では、「まいばら空き家対策研究会」と協働で、空家・空地バンクを運営しています。空家所有者と移住希望

者の御縁をつなぎ、空家活用に向けて、双方を丁寧にサポートしています。空家に関する情報発信はもちろん、家

の歴史や持ち主の想い、地域の環境などを伝え、面談や自治会長への紹介などを通じて、移住者と地域のミスマッ

チを防ぐ取組を行っています。空家をお探しの方は、まいばら空き家対策研究会まで御相談ください。 

 

その他の関連する補助制度 

空家・空地バンクの御案内 


